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１. 総則 

適用の範囲 

本仕様書は、東日本高速道路株式会社（以下「発注者」という。）が行う「令和７年度 交通管制通信処

理用タブレット等購入」（以下「本調達」という。）に適用するものとし、本調達に係る「購入契約書」（以下「契

約書」という。）について統一的な解釈及び運用を図るとともに、本調達に係る必要事項を定め、契約の適正

な履行の確保を図るものとする。 

 

用語の定義 

契約書類に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 「契約書類」とは、契約書第 1 条に規定する契約書及び仕様書等をいう。 

(2) 「仕様書等」とは、仕様書、入札（見積）者に対する指示書及びこれらを補足する書類をいう。また、発

注者がその都度提示した変更仕様書若しくは追加仕様書を含むものとする。 

(3) 「監督員」とは、契約書第 3 条第 2 項の規定に基づき、発注者が定め受注者に通知した者をいう。 

(4) 「納入検査」とは、契約書第 9 条第 2 項の規定に基づき、物品の納入を確認するために行う検査をい

う。 

(5) 「検査員」とは、契約書第 9 条第 2 項の規定に基づき、「納入検査」を行うために発注者が定めたもの

をいう。 

(6) 「指示」とは、本調達の監督員（以下「監督員」という）が受注者に対し、本調達の実施上必要な事項

について書面により示し、実施させることをいう。 

(7) 「承諾」とは、契約書類で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面により同

意することをいう。 

(8) 「協議」とは、書面により契約書類の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等の立場で

合議し、結論を得ることをいう。 

(9) 「提出」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し本

調達に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

(10)「提示」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し本調達に係わる書面又はその他の

資料を示し、説明することをいう。 

(11)「報告」とは、受注者が監督員に対し、本調達の実施状況又は結果について、書面により知らせること

をいう。 

(12)「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し本

調達に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

(13)「連絡」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し本調達に関する事項について、口

頭、電子メールなどの署名又は押印が不要な手段により知らせることをいう。なお、後日書面による連

絡内容の伝達は不要とする。 

(14)「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有

効とする。緊急を要する場合は電子メールにより伝達できるものとするが、速やかに有効な書面を作

成するものとする。 
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監督員 

契約書第 3 条第 1 項に基づく本調達の監督員は、管理事業本部 交通部 交通管理課長とする。 

 

提出書類  

１-４-１. 監督員を経由しない提出書類  

契約書第 3 条第 6 項に規定する「仕様書等に定めるもの」とは、次の書類をいう。 

(1) 契約書第 2 条の規定による承諾願 

(2) 契約書第 11 条第 1 項の規定による代金の支払いに係る請求書 

(3) 契約書第 13 条第１項の規定による第三者による代理受理による承諾願 

(4) 契約書第 28 条第 2 項の規定による遅延利息の請求書 

(5) その他発注者の指定した書類 

１-４-２. 提出書類の様式 

受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め提出するもの

とする。ただし、発注者又は監督員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 

 

検査及び支払 

１-５-１. 納品書 

受注者は、契約書第 9 条第 1 項に基づき、納入物を納入した場合は、納品書を発注者に通知するも  

のとする。 

１-５-２. 納入検査の内容 

納入検査は、発注者に納入した納入物を対象として契約書類と対比し、検査員が検査を行うものとする。 

１-５-３. 受渡書の提出 

受注者は、納入検査に合格し、認定の通知を受けたときは、速やかに受渡書を発注者へ提出することに

より引渡しを完了するものとする。 

１-５-４. 代金の支払 

受注者は、契約書第 11 条第１項の規定に基づき代金の支払請求を行う場合には、消費税及び地方消

費税率を適用するものとし、発注者は契約書第 11 条第 1 項に規定された代金を受注者が指定する金融機

関（日本国内の本支店）の口座に振り込むものとする。 

 

部分引渡し 

受注者は、契約書第 12 条の規定に基づき、本仕様書において物品の納入の完了に先立って引き渡し

を受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の物品の納

入が完了したときには、本仕様書「1-5 検査及び支払」に定める検査に合格のうえ、引渡しを完了した場合

には、契約金額のうち、当該納入物に相当する額を請求することができる。この場合、本仕様書 1-5 内の

「検査」とあるのは「一部納入検査」と、「引渡し」とあるのは「部分引渡し」と読み替えて、これらの規定を準用

する。 
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遅延日数の算定 

契約書第 27 条第 5 項に規定する「遅延日数」は、次式により算定するものとする。 

遅延日数＝（納品書受領日―契約履行期間日）＋（追完の納品書受領日―不合格の通知日） 

 

秘密保持事項 

１-８-１. 目的 

本調達を実施するため、秘密情報及び個人情報の取り扱いに関して、以下のとおり定めるものとする。 

１-８-２. 定義 

秘密保持に関する定義は、次の各号に定めるところによる。 

一 「秘密情報」とは、業務の遂行上知り得た情報で、公知でないものをいう。 

二 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 法律第 57 号）第 2 条第 1 項に規定

されたものをいう。 

三 「秘密情報」及び「個人情報」は、文章・図面・電磁的記録等の保存媒体の如何を問わない。 

１-８-３. 情報の明示 

発注者及び受注者は、秘密情報及び個人情報を本調達の実施のために相手方に提供する場合は、

当該情報を特定し、秘密情報または個人情報であることを明示しなければならない。 

１-８-４. 目的外の使用の禁止 

本調達の実施のために提供された秘密情報及び個人情報を本調達の目的外に使用してはならな

い。 

１-８-５. 取得の制限 

受注者は、本調達の実施に当たり個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目

的を明示しなければならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個

人情報を取得しなければならない。 

１-８-６. 適切な管理 

(1) 本調達の実施に当たり知り得た秘密情報及び個人情報について、善良な管理者の注意をもって、

漏えい、滅失または毀損の防止その他の適切な管理に必要な措置を講じるものとする。 

(2) 受注者は、本調達の実施に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、（１）の措置を遵守させ

るための必要な措置を講じるものとする。 

(3) 監督員が求めた場合、受注者は「管理に必要な措置」について定めた文章を発注者に掲示する。 

１-８-７. 利用者の制限 

受注者は、本調達の実施のために開示または提供された秘密情報及び個人情報について、本調達

の実施のために必要と認められる従事者以外に開示または提供してはならない。 

１-８-８. 資料の持ち出しの禁止 

秘密情報及び個人情報は、物的移動（複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む）や磁気

的・電子的・ネットワーク的移動等の方法を問わず、無断で持出してはならない。 

１-８-９. 複写または複製の禁止 

受注者は、本調達を実施するために発注者から引き渡された秘密情報及び個人情報が記録された

資料等を複写、複製または加工してはならない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けたときは、こ
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の限りではない。 

１-８-１０. 守秘義務 

本調達の実施上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示・漏えいしてはならない。 

ただし、下記の項目に該当するものは、この限りではない。 

(1) この契約への違反によらず公知であるか、または入手後公知となった情報 

(2) 対手方より受領する以前から当事者が知っていた情報 

(3) 当該業務と無関係に、当事者が知っていた情報 

(4) 相手方の書面による同意を得て開示された情報 

(5) 法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報 

１-８-１１. 契約期間終了後の取扱い 

本調達の契約期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載または記録された文章、図

画、電磁的記録等の媒体（複写物及び複製物を含む。）を返還するとともに、返還が不可能または困

難な媒体及び受注者の記録装置に複写された電磁的記録は、監督員の指示に従って、当該媒体を

再生不可能な状態に消去または廃棄する。 

秘密保持に係る規定は、法令の定めのあるものを除き、契約期間終了後もなお有効とする。 

１-８-１２. 第三者への委託等について 

受注者は、監督員の承諾がない限り、秘密情報又は個人情報の処理に係る当該業務等の一部を

第三者に委任または請け負わせてはならない。なお、発注者の承諾を得て当該業務の一部を第三者

に委任または請け負わせた場合には、受注者は当該第三者に対して、秘密情報及び個人情報に係

る秘密保持について、本調達における受注者の義務と同様の義務を負わせるものとする。 

１-８-１３. 調査及び報告 

発注者は、受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で

本調達の履行場所に立ち入り、調査を行うことができる。 

受注者は、監督員から秘密情報及び個人情報の管理状況について報告が求められた時には、速や

かに監督員に必要事項を報告しなければならない。 

１-８-１４. 事故時の対応 

受注者は、秘密情報及び個人情報の不正利用、漏えい、滅失または毀損その他の事故が発生した

場合には、直ちに監督員に報告し、その対応について協議するものとする。なお、監督員は、受注者に

対し問題の対処に必要な措置を求めることができる。 

１-８-１５. 事故時の責任分担 

受注者の責に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報の不正利用、漏えい、滅失または毀損

その他の事故が発生し、これにより発注者または第三者への損害が生じた場合には、受注者は、発注

者または第三者に対し、その損害の責を負うものとする。 

疑義等の措置 

本仕様書に定めのない事項、又は疑義等が生じたときは、発注者と受注者が協議するものとする。 
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２. 調達の細部に関する内容 

調達概要 

本調達は、本仕様書３に記載する仕様を満たす液晶ペンタブレット、スタイラスペン、保護フィルム（以下

「液晶ペンタブレット等」という。）を調達するものである。 

 

(6) 本仕様書３に記載する仕様を満たす液晶ペンタブレット 

(7) 本仕様書３に記載する仕様を満たすスタイラスペン 

(8) 本仕様書３に記載する仕様を満たす保護フィルム 

 

納入場所 

納入場所は下表のとおりとする。 

納入場所 住所 

東日本高速道路株式会社 本社 東京都千代田区霞が関３－３－２ 

新霞が関ビルディング内 

 

納入期限 

受注者は、本仕様書３に定める液晶ペンタブレット等の調達を以下の納入期限までに完了すること。 

納入期限：令和 7 年 11 月 25 日(火) 
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３. 液晶ペンタブレット等に関する内容 

液晶ペンタブレット等の数量 

本契約において受注者が調達する液晶ペンタブレット等の数量は「表 ３－１－１ 液晶ペンタブレット等の

数量」のとおりとし、調達する液晶ペンタブレット等は「表 ３－１－１ 液晶ペンタブレット等の数量」の項目ごと

に機種及び型を統一すること。受注者は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年

５月３１日 法律第１００号、最終改正令和３年５月１９日 法律第３６号、以下「グリーン購入法」という。）」第

六条に基づく基本方針に記載のある製品（電子計算機、ディスプレイ）について、規定する基準を満たすもの

を調達するものとする。ただし、グリーン購入法に該当する製品が存在しない場合においては、グリーン購入

法に非該当の製品も、調達機器として認められるものとする。 

調達する液晶ペンタブレット等については、保守を含むものとする。 

表 ３－１－１ 液晶ペンタブレット等の数量 

項目 単位 数量 規格等詳細 

液晶ペンタブレット 台 16 ・本仕様書３－２参照 

スタイラスペン 本 28※1 ・本仕様書３－２参照 

保護フィルム 枚 16 ・本仕様書３－２参照 

※１ 総必要数を示している。液晶ペンタブレットにスタイラスペンが同梱されている場合は、「表 ３－２－２ 

スタイラスペンの機器仕様」に記載されている仕様を満たしているスタイラスペンを、総必要数に達するよう

追加で納品すること。 

 

液晶ペンタブレット等の仕様 

本契約で調達する液晶ペンタブレット等の機器仕様は以下のとおりとする。 

 

３-２-１. 液晶ペンタブレット 

表 ３－２－１ 液晶ペンタブレットの機器仕様 

項目 仕様 

タブレ

ット 

仕様 

外形寸法 

(幅 x 高さ x 奥行、スタンドを除く) 
・620x400x50mm 以下 

電源 ・AC100～240V、50/60Hz 

消費電力 ・40W 以下 

通信インタフェース ・USB2.0 

対応 OS※1 ・Windows11 

ビデオ入力※2 ・HDMI もしくは USB Type-C 

液晶 

画面 

画面サイズ ・23.8 型～24 型 

カバーガラス面※3 
・反射する光を抑えて、見やすさを向上させるコーティン

グが施されていること 

解像度※4 ・1920x1080 ピクセル以上 

視野角(水平/垂直) ・178°/178° 

最大表示色 ・1677 万色以上 
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ペンと

タブレ

ットの

関係性 

読取方式 ・電磁誘導方式(EMR) 

読取可能範囲 ・525x295mm 以上 

読取可能高さ ・10mm 

読取速度 ・200PPS 以上 

その他 

無償保証期間 ・1 年間以上(故障時は修理または交換) 

その他要件 

・OS 非搭載であること 

・指等では反応せず、スタイラスペンのみで操作可能であ

ること 

・スタイラスペンは充電不要/電池不要であること 

・AC アダプタ(1.2m 以上)、電源ケーブル(1.0m 以上)が

含まれること 

・通信インタフェースを満たすケーブル(1.8m 以上)、ビデ

オ入力に必要なケーブル(1.8m 以上)が含まれること 

※1 「対応 OS」とは、液晶ペンタブレットへ接続する PC の OS を意味する。 

※2 「ビデオ入力」とは、液晶ペンタブレットへ接続する PC の入力端子を意味する。 

※3 本仕様書３－２－３に記載する保護フィルムに、反射する光を抑えて、見やすさを向上させ 

るコーディングが施されている場合、カバーガラス面に記載の仕様を満たさなくてよい。 

※4 「解像度」とは、元の解像度が仕様に記載の値以外であっても、仕様に記載の値に設定変更 

が可能であれば問題ないことを意味する。 

 

３-２-２. スタイラスペン 

表 ３－２－２ スタイラスペンの機器仕様 

項目 仕様 

その他 動作保証 

・本仕様書３－２－１に記載する液晶ペンタブレットに対し

て、メーカーが動作保証しているスタイラスペン※1 

・スタイラスペンの製品仕様に本仕様書３－２－１に記載

する液晶ペンタブレットに対応していることが記載されてい

ること 

※1 本仕様書３－２－１に記載する液晶ペンタブレットにスタイラスペンが同梱されている 

場合は、同等の製品とし「表 ３－１－１ 液晶ペンタブレット等の数量」に記載の 

数量を納品すること。 
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３-２-３. 保護フィルム 

表 ３－２－３ 保護フィルムの仕様 

項目 仕様 

その他 フィルムタイプ 
・本仕様書３－２－１に記載する液晶ペンタブレットの画

面サイズに適合するもの※1 

※1 保護フィルムについては、本仕様書３－２－１に記載する液晶ペンタブレットの画面に 

貼り付けて納品すること。 


